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【年通号数】公開・登録公報2020-006
【出願番号】特願2019-535903(P2019-535903)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   8/26     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/06     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/52     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   9/40     (2006.01)
   Ｆ１６Ｇ   5/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０２Ｎ
   Ｃ２３Ｃ    8/26     　　　　
   Ｃ２１Ｄ    1/06     　　　Ａ
   Ｃ２２Ｃ   38/52     　　　　
   Ｃ２１Ｄ    9/40     　　　Ａ
   Ｆ１６Ｇ    5/16     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月7日(2020.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つのプーリ（１，２）と駆動ベルト（３）とを有する無段変速機用の駆動ベルト（３
）に使用するための金属リング（４４）であって、前記リング（４４）は、
－　１５～２０質量％のニッケル、
－　４～１８質量％のコバルト、
－　少なくとも４質量％のモリブデン、および
－　合計で少なくとも７質量％のモリブデン、クロムおよび／またはアルミニウム
を含むマルエージング鋼合金から作られており、
前記リング（４４）は、窒化表面層を備え、かつ前記リング（４４）は、１０５０　ＨＶ
０．１を上回る表面硬度値を有し、
　前記マルエージング鋼合金は、モリブデンとコバルトとを合わせたそれらの含有量が少
なくとも２２質量％であるという要件を満たすことを特徴とする、金属リング（４４）。
【請求項２】
前記リング（４４）は、１１００　ＨＶ０．１を上回る表面硬度値を有することを特徴と
する、請求項１記載の金属リング（４４）。
【請求項３】
　前記マルエージング鋼合金は、モリブデン、クロムおよびアルミニウムの３つすべての
合金元素がそこに含まれるという要件をさらに満たすことを特徴とする、請求項１または
２記載の金属リング（４４）。
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【請求項４】
　前記マルエージング鋼合金は、モリブデン、クロムおよびアルミニウムの３つの合金元
素のうち２つがそこに含まれるという要件をさらに満たすことを特徴とする、請求項１ま
たは２記載の金属リング（４４）。
【請求項５】
　前記マルエージング鋼合金は、８質量％以下のモリブデン、３質量％以下のクロム、お
よび３質量％以下のアルミニウムを含有することを特徴とする、請求項１から３までのい
ずれか１項記載の金属リング（４４）。
【請求項６】
　前記マルエージング鋼合金は、モリブデンとコバルトとを合わせたそれらの含有量が２
４～２８質量％の範囲の値を有するという要件をさらに満たすことを特徴とする、請求項
１から５までのいずれか１項記載の金属リング（４４）。
【請求項７】
　前記マルエージング鋼合金が、鉄および１質量％未満の他の合金元素および混入物をさ
らに含むことを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項記載の金属リング（４４
）。
【請求項８】
　マイナス１５００ＭＰａを上回る表面圧縮（残留）応力を有することを特徴とする、請
求項１から７までのいずれか１項記載の金属リング（４４）。
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